
【こども家庭センターの設置について】

【背景・目的】

〇国は，児童虐待の相談対応件数の増加など，子育てに困難を抱える世帯がこれ

まで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ，令和４年に児童福祉法を改正し，

全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへ母子保健分野と児童福祉分野が一体的に相

談支援を行う機能を有する「こども家庭センター」の設置を令和６年４月から市

町村の努力義務とした。

〇本市では，「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を

設置し，妊娠期から子育て期の世帯への切れ目ない支援を一体的に取り組んでき

たところである。

〇本市の相談内容は，近年より複雑化，多様化しており，虐待等への予防的な観

点から，児童福祉機能，母子保健機能の２つの機能を兼ね備えた「こども家庭セ

ンター」を令和８年４月より設置することで相談支援体制の強化を図るものであ

る。
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国が示すこども家庭センターのイメージ

令和6年度保健師中央会議行政説明資料16より抜粋
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こども家庭センターの要件

令和6年度保健師中央会議行政説明資料16より抜粋
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本市における人員基準（中規模型）

児童福祉機能（中規模型）

 子ども家庭支援員 常時3名

 心理担当支援員 常時1名

 虐待対応専門員 常時2名
（上乗せ40件毎1名）

 安全確認対応職員，事務処理対
応職員等（任意）

業務量に応じた適正配置

母子保健機能

 保健師

 社会福祉士又は精神保健福祉士
等困難事例対応

 管理栄養士，歯科衛生士等

業務量に応じた十分な体制確保

センター長（1名）組織全体のマネジメントを行う

統括支援員（1名）母子･児童福祉双方に十分な知識を有する

補佐（地域の実情に応じた配置）
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本市におけるケース・事業ライン想定

児童福祉法による対応業務

児童虐待防止法による対応業務

（新）地域子育て相談機関との連携・地域資源との連携

要保護児童対策地域協議会

家庭支援事業（措置有）

（新）子育て世帯訪問支援事業

※ヤングケアラー調査（毎年）・コーディネーター設置

（新）親子関係形成支援事業

（拡充）子育て短期支援事業

センター長

統括支援員

連携

妊婦等包括相談支援事業

健診予防接種事業

※統括支援員補佐
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（児童福祉機能） （母子保健機能）

指揮・命令

ハイリスク

※統括支援員補佐

母子保健事業

資料7-２-5

母子保健課



国が示す地域子育て相談機関のイメージ

こども家庭庁ホームページより抜粋
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地域子育て相談機関について

保育所，幼稚園，認定こども園，地域子育て支援拠点事業の実施場所，児童館，
その他地域子育て相談機関で行うこととされる相談及び助言を適切に行うことがで
きると市町村長が認める場所とする（児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第
11 号。以下「施行規則」という。）第１条の 39 の３）。

また，地域子育て相談機関を実施する際は，地域の住民等から地域子育て相談機
関であることが視覚的に認識できるよう，地域子育て相談機関であることを示す看
板等を掲げるほか，ホームページ等のオンライン上でも，地域子育て相談機関であ
る旨を掲示する。「地域子育て相談機関」と表示する等の措置を講ずる。

地域子育て相談機関設置運営要綱より

【業務内容】
相談支援，子育て世帯に対する情報発信，子育て世帯とつながる工夫，関係機関

との連携。
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本市における地域子育て相談機関の設置について

令和８年度より，子ども支援センターの
「すてっぷ21大和田」，「すてっぷ21勝
田台」，地域子育て支援センターの「こあ
ら」，「あいあい」，「たんぽぽ」，公立
保育園の「米本南保育園」の6施設を地域
子育て相談機関として位置づけ，八千代市
こども家庭センターと密接な連携を図って
参ります。
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本市における地域子育て相談機関の設置について
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